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は
じ
め
に

　

藩
士
履
歴
は
、
福
井
藩
に
お
け
る
藩
士
個
人
の
経
歴
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
藩
士
個
人
が
い
つ

生
ま
れ
、
い
つ
死
ん
だ
か
が
わ
か
る
か
と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
藩
に
い
つ
ど
れ
く
ら
い
の
俸
禄
で

仕
え
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
役
職
と
な
り
、
い
つ
褒
賞
あ
る
い
は
刑
罰
を
受
け
、
い
つ
隠
居
あ
る
い
は
死
亡
し
て
禄

を
受
け
な
く
な
っ
た
か
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
り
、
藩
と
関
係
の
な
い
こ
と
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
当
た
り
前

の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
知
る
に
は
各
家
に
伝
わ
る
由
緒
書
や
系
譜
な
ど
を
探
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
建
築
史
に
と
っ
て
藩
士
履
歴
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
建
築
史
は
建
物
と
そ
の

歴
史
に
関
係
す
る
一
切
（
文
化
史
・
美
術
史
・
技
術
史
・
社
会
史
）
を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
藩
士
履
歴
も
貴
重
な

資
料
と
な
る
。
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
藩
士
履
歴
を
用
い
た
か
そ
の
例
を
二
、
三
紹
介
す
る
。

　

か
つ
て
藩
の
御
霊
屋
を
調
査
し
て
い
た
時
に
、
運
正
寺
（
福
井
市
）
に
建
て
ら
れ
て
い
た
御
霊
屋
三
棟
が
、
戦

後
別
の
場
所
に
移
築
さ
れ
て
観
音
堂
と
し
て
現
存
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
⑴
。
調
査
の
結
果
、
こ
の
う
ち
の
二

棟
の
造
営
に
関
わ
っ
た
藩
役
人
や
職
人
の
名
を
記
し
た
棟
札
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
天
保
七
年

（
一
八
三
六
）
造
営
の
天
梁
院
（
斉
承
）
霊
屋
と
同
十
年
造
営
の
諦
観
院
（
斉
善
）
霊
屋
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
同

じ
様
式
で
建
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
同
規
模
建
物
が
ど
の
よ
う
な
藩
組
織
で
造
営
さ
れ
た
か

を
棟
札
か
ら
探
っ
た
の
で
あ
る
⑵
。

　

論
考
当
時
は
松
平
文
庫
に
あ
る
歴
代
の
「
給
帳
」
や
「
剝
札
」「
諸
役
年
表
」
な
ど
し
か
資
料
の
存
在
を
知
ら
な 

か
っ
た
。
上
・
中
級
藩
士
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
の
給
帳
で
あ
る
「
松
平
斉
承
給
帳
」（『
福
井
市
史
』
資
料
編
４
）

か
ら
知
行
高
や
扶
持
高
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
「
剝
札
」「
諸
役
年
表
」
か
ら
は
当
時
の
役
職
が
棟
札
に
記

解
　
説



載
さ
れ
て
い
る
内
容
と
一
致
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

　

一
方
、
棟
札
か
ら
は
建
築
工
事
に
藩
の
作
事
方
の
み
な
ら
ず
、
礎
石
な
ど
基
礎
工
事
を
担
当
す
る
普
請
方
、
財

政
に
か
か
わ
る
奉
行
方
、
工
事
現
場
を
監
視
す
る
目
付
方
な
ど
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、「
給
帳
」
で

は
こ
れ
ら
下
級
藩
士
の
技
術
職
に
つ
い
て
は
そ
の
名
前
を
一
部
だ
け
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
下
級

藩
士
は
名
を
代
々
世
襲
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
新
た
に
出
仕
す
る
時
に
は
俸
禄
が
先
代
よ
り
も
少
な
く
な
る
こ

と
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
同
定
に
は
困
難
を
伴
っ
た
。
同
じ
苗
字
で
あ
れ
ば
、
そ
の
親
族
や
家
系
に
つ
な
が
る
者

で
あ
る
と
想
像
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
古
い
時
代
か
ら
棟
札
に
施
主
の
後
に
名
を
載
せ

て
い
る
大
工
に
つ
い
て
は
何
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

一
、
藩
士
履
歴
と
江
戸
後
期
の
作
事
組
織

　

そ
れ
が
大
き
な
転
機
を
迎
え
た
の
は
、
藩
士
履
歴
に
江
戸
後
期
か
ら
福
井
藩
が
な
く
な
る
明
治
初
め
ま
で
の
藩

の
普
請
記
録
が
多
数
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　

藩
の
史
書
は
『
国
事
叢
記
』
を
は
じ
め
と
し
て
『
片
聾
記
』
と
『
続
片
聾
記
』、『
越
藩
史
略
』、「
家
譜
」
あ
る

い
は
「
越
前
世
譜
」
が
知
ら
れ
る
。
叙
述
対
象
と
す
る
期
間
は
、『
国
事
叢
記
』
が
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
ま 

で
、『
越
藩
史
略
』
は
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
ま
で
で
あ
る
。
ま
た
『
片
聾
記
』
は
初
代
秀
康
か
ら
九
代
藩

写真 1��棟札（天梁院御霊屋、
3 枚のうち）

福井県文書館蔵

写真 2��天梁院御霊屋（現大安寺観音堂）



主
宗
昌
ま
で
、『
続
片
聾
記
』
は
そ
の
後
か
ら
十
七
代
茂
昭
ま
で
の
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
ま
で
で
あ
る
が
、

普
請
に
関
す
る
記
述
は
意
外
に
も
少
な
い
。
さ
ら
に
「
家
譜
」
あ
る
い
は
「
越
前
世
譜
」
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら

も
編
纂
が
続
け
ら
れ
た
が
、
幕
末
以
降
の
記
事
は
藩
主
の
動
向
が
主
と
な
り
、
普
請
に
関
す
る
も
の
は
そ
れ
ほ
ど

多
く
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
藩
士
履
歴
に
は
そ
の
性
質
上
、
普
請
関
係
の
役
職
の
任
命
、
新
た
な
普
請
の
担
当
者
（
御
用
掛
）

の
任
命
、
普
請
が
完
了
し
た
場
合
の
褒
賞
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
。
特
に
一
代
限
り
で
藩
に
雇
わ
れ
た
（
実
質
は
世

襲
さ
れ
て
い
た
）
卒
身
分
の
下
級
藩
士
は
そ
の
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
と
み
え
、細
か
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
上
・

中
級
藩
士
の
履
歴
に
は
、
役
職
の
就
任
・
退
任
や
普
請
担
当
の
任
命
が
多
数
記
載
さ
れ
る
が
、
褒
賞
の
記
事
が
あ

ま
り
多
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

普
請
工
事
は
作
事
方
の
み
で
で
き
る
わ
け
で
な
く
、
土
木
工
事
が
あ
れ
ば
普
請
方
も
参
加
し
、
さ
ら
に
財
政
を

扱
う
奉
行
方
、
検
査
や
現
場
の
警
護
を
す
る
目
付
方
の
役
人
も
参
加
す
る
。
そ
の
た
め
、
各
役
方
の
下
級
役
人
で

あ
る
下
代
な
ど
の
履
歴
に
も
、
普
請
に
関
わ
る
任
命
や
褒
賞
の
記
録
が
多
数
み
ら
れ
る
が
、
建
築
工
事
は
技
術
職

が
必
ず
関
係
し
た
た
め
、
作
事
方
役
人
の
技
術
職
を
み
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

　

江
戸
時
代
の
作
事
方
組
織
は
前
期
・
中
期
・
後
期
で
は
多
少
異
な
っ
て
い
た
。
作
事
方
は
時
代
の
経
過
と
共
に

変
化
し
、
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
役
職
が
改
変
あ
る
い
は
廃
止
ま
た
は
新
た
に
創
設
さ
れ
、
そ
の
職
務
内
容
も
変
更

が
み
ら
れ
た
。

　

例
え
ば
、
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
大
工
頭
は
文
化
頃
ま
で
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
が
、
新
た
な
役
職
の

作
事
方
改
役
・
中
判
役
筆
頭
大
工
支
配
の
成
立
に
よ
っ
て
そ
の
姿
を
消
し
て
い
る
。
藩
士
履
歴
に
記
載
さ
れ
る
内

容
は
主
に
江
戸
時
代
後
期
以
降
を
扱
っ
て
お
り
、
作
事
方
組
織
が
作
事
奉
行
・
作
事
方
改
役
・
中
判
役
筆
頭
大
工

支
配
・
中
判
役
・
下
代
・
組
之
者
な
ど
の
役
職
で
確
定
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
⑶
。
作
事
奉
行
・
作
事
方
改
役

は
中
級
藩
士
の
事
務
職
、
下
代
は
下
級
藩
士
で
あ
る
新
番
格
以
下
の
事
務
職
で
あ
り
、
共
に
他
の
役
方
に
転
身
す

る
例
が
多
か
っ
た
。



　

一
方
の
技
術
職
は
、
中
判
役
筆
頭
大
工
支
配
を
含
む
中
判
役
で
、
こ
れ
も
新
番
格
以
下
で
あ
っ
た
。
新
番
格
以

下
は
家
督
相
続
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
一
代
限
り
で
の
「
立
替
」
で
あ
っ
た
が
、
後
継
者
は
そ
の
都
度
召
し
抱

え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
技
術
職
の
中
判
役
は
実
質
的
に
は
世
襲
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
の
家

系
を
た
ど
る
こ
と
で
建
築
工
事
の
数
や
中
判
役
の
変
化
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
技
術
職
の
大
工
頭
の
家
系

を
探
る
こ
と
で
も
、
建
築
工
事
の
数
や
役
職
の
推
移
を
探
る
手
が
か
り
と
な
り
、
今
回
は
そ
の
内
容
に
は
触
れ
な

い
が
、
作
事
方
組
織
の
変
化
を
お
お
よ
そ
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
判
役
の
家
系
は
、
棟
札
、
歴
代
の
「
給
帳
」、

『
国
事
叢
記
』、『
片
聾
記
』『
続
片
聾
記
』、『
越
藩
史
略
』
な
ど
の
史
書
に
散
見
す
る
普
請
記
事
か
ら
そ
の
名
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
史
書
か
ら
は
大
き
な
普
請
工
事
し
か
た
ど
れ
ず
、
棟
札
が
残
る
例
は
さ
ら
に
稀
で

あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
時
系
列
を
伴
っ
た
体
系
的
な
藩
全
体
の
資
料
で
あ
る
藩
士
履
歴
は
、
そ
の
概
容
を
明
ら
か
に
す

る
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
こ
の
技
術
職
の
中
判
役
家
系
の
藩
士
履
歴
を
元
に
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
か
ら
明

治
二
年
（
一
八
六
九
）
ま
で
作
事
関
係
の
記
事
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
拙
稿
「
福
井
藩
士
の
履
歴
に
み
る
江
戸
時

代
後
期
～
末
期
の
作
事
」
で
あ
る
⑷
。

二
、
江
戸
藩
邸
の
作
事
と
幕
府
と
の
関
係

　

藩
士
履
歴
か
ら
は
江
戸
時
代
後
期
の
江
戸
藩
邸
の
建
物
再
建
だ
け
で
は
な
く
、
江
戸
藩
邸
の
屋
敷
替
え
、
新
た

な
屋
敷
地
拝
領
そ
し
て
返
納
、
さ
ら
に
屋
敷
地
の
増
減
、
将
軍
家
の
御
殿
拝
領
な
ど
の
記
録
が
多
数
み
え
、
建
築

工
事
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
た
様
子
が
み
て
と
れ
る
。
こ
れ
は
藩
主
を
御
三
卿
か
ら
た
び
た
び
迎
え
た
こ
と
、
将

軍
の
娘
を
藩
主
室
に
、
さ
ら
に
は
将
軍
の
息
子
を
藩
主
と
し
て
迎
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
家
譜
」
あ

る
い
は
「
越
前
世
譜
」
を
併
せ
て
用
い
る
こ
と
で
、
普
請
に
至
る
経
緯
、
拝
領
し
た
御
殿
が
誰
の
費
用
負
担
に

よ
っ
た
か
な
ど
が
詳
し
く
わ
か
り
、
普
請
工
事
が
時
の
権
力
者
と
の
関
係
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。



　

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
九
月
十
六
日
、
福
井
藩
の
常
盤
橋
上
屋
敷
の
台
所
か
ら
出
火
し
、
長
屋
と
土
蔵
を
残

し
て
屋
敷
内
住
居
が
残
ら
ず
焼
失
し
た
。
当
時
の
藩
主
斉
善
は
将
軍
家
斉
の
二
四
男
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
以
前

住
ん
で
い
た
江
戸
城
二
ノ
丸
の
屋
形
を
十
月
に
、
膳
所
向
（
長
局
と
も
）
を
十
一
月
に
拝
領
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

上
屋
敷
の
再
建
工
事
は
火
災
後
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
新
た
に
移
築
担
当
と
し
て
中
判
役
が
翌
年
一
月
に
任
命
さ

れ
、
四
月
に
完
成
し
て
い
る
。「
江
戸
常
盤
橋
御
屋
敷
之
図
」
に
は
こ
の
時
移
築
さ
れ
た
拝
領
御
屋
形
と
長
局
が

描
か
れ
、
そ
の
表
側
に
は
「
仮
」
と
書
か
れ
た
住
居
群
（
台
所
・
詰
所
向
長
炉
之
間
・
御
客
之
間
な
ど
）
が
み
ら

れ
る
。
ま
た
、
将
軍
家
斉
の
娘
で
あ
っ
た
松
栄
院
（
浅
姫
）
の
住
居
も
天
保
八
年
十
二
月
に
再
建
さ
れ
、
仮
住
居

は
幕
府
役
人
の
見
分
を
受
け
て
上
棟
、
本
住
居
は
翌
年
十
二
月
に
同
様
に
見
分
を
受
け
て
移
徙
し
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
住
居
は
屋
根
が
銅
板
葺
き
で
、
銅
板
の
発
注
状
況
を
幕
府
勘
定
方
に
報
告
し
て
い
る
様
子
も
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
工
事
量
の
増
大
は
作
事
方
の
技
術
者
不
足
を
生
じ
、
臨
時
の
補
助
的
下
級
役
職
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
藩
士
履
歴
に
多
数
み
ら
れ
る
。
中
判
役
見
習
・
中
判
役
雇
・
中
判
役
助
雇
の
役
職
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
今
ま
で
の
研
究
で
は
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

三
、
技
術
職
家
の
変
化

　

藩
士
履
歴
の
中
判
役
家
に
は
、
近
藤
・
寺
木
・
林
・
高
垣
・
長
谷
川
・
栗
本
・
増
村
（
十
三
郎
）・
増
村
（
藤

助
）・
逸
見
（
粟
田
）・
森
尾
（
高
木
）
の
一
〇
家
が
あ
り
、
各
家
当
主
が
普
請
御
用
掛
に
任
命
さ
れ
て
工
事
終
了

後
に
褒
美
を
受
け
た
こ
と
、
俸
禄
の
増
減
、
格
や
役
職
の
昇
進
、
隠
居
、
死
亡
、
賞
罰
な
ど
が
年
代
順
に
記
載
さ

れ
る
。
こ
の
一
〇
家
が
ど
の
よ
う
に
江
戸
後
期
か
ら
明
治
維
新
を
迎
え
た
か
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　

藩
時
代
も
そ
れ
以
後
も
技
術
職
と
し
て
続
い
た
家
系
に
近
藤
家
が
あ
る
。
近
藤
家
は
享
保
十
八
年（
一
七
三
三
）

に
二
石
加
増
さ
れ
て
切
米
一
〇
石
二
人
扶
持
で
中
判
役
と
な
っ
た
儀
助
を
履
歴
の
初
代
と
す
る
。
儀
助
は
延
享
度

日
光
修
復
に
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
の
江
戸
拝
領
屋
敷
の
請
け
取
り
に
従
事
し
、
寛
延
年
中
の
「
松
平
宗
矩

給
帳
」（『
福
井
市
史
』
資
料
編
４
）
に
も
そ
の
名
が
み
え
る
。

写真3��江戸常盤橋御屋敷之図
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二
代
の
茂
八
郎
（
助
左
衛
門
）
は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
そ
の
跡
を
同
俸
禄
で
中
判
役
と
し
て
継
い
で
い
る
。

履
歴
に
は
作
事
記
録
は
み
え
な
い
が
、
天
明
九
年
（
一
七
八
九
）
の
廻
国
巡
見
使
本
陣
の
二
番
宿
で
あ
っ
た
今
泉

浦
浜
野
三
郎
右
衛
門
家
の
修
理
見
積
な
ど
に
そ
の
名
が
み
え
る
⑸
。
大
工
頭
の
藤
間
甚
左
衛
門
と
共
に
現
地
を
訪

れ
、
玄
関
・
座
敷
・
湯
殿
な
ど
諸
室
の
修
理
す
べ
き
畳
・
壁
・
天
井
・
建
具
の
数
量
や
そ
れ
に
要
す
る
材
料
を
拾

い
出
し
、
そ
の
見
積
金
額
を
作
成
し
て
い
る
。
藩
の
建
物
だ
け
で
な
く
、
藩
の
施
設
同
様
に
用
い
ら
れ
た
民
家
の

建
築
工
事
に
も
作
事
方
が
関
わ
っ
て
い
る
⑹
。

　

三
代
栄
三
郎
も
同
俸
禄
で
中
判
役
を
継
ぎ
、
天
保
五
年
に
長
く
勤
め
た
こ
と
に
よ
り
一
人
扶
持
増
加
と
な
り
、

天
保
五
年
頃
の
「
松
平
斉
承
給
帳
」
に
そ
の
名
が
み
え
る
。

　

四
代
碩
次
は
八
石
二
人
扶
持
で
仮
中
判
役
と
な
っ
て
栄
三
郎
の
後
を
継
ぎ
、
天
保
八
年
一
〇
石
二
人
扶
持
で
中

判
役
と
し
て
江
戸
詰
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
前
述
の
天
保
八
年
常
盤
橋
上
屋
敷
の
火
事
後
の
復
興
に
伴
う
技
術
職
増

員
の
た
め
の
派
遣
で
あ
っ
た
。

　

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）、
碩
次
病
気
の
た
め
、
養
子
の
五
代
新
平
が
八
石
二
人
扶
持
で
仮
中
判
役
（
履
歴
で

は
中
判
と
誤
記
）
と
な
り
跡
を
継
い
だ
。
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
一
〇
石
二
人
扶
持
で
中
判
役
と
な
り
、
翌
年

江
戸
の
住
居
普
請
で
一
〇
石
三
人
扶
持
に
加
増
、
福
井
に
戻
っ
て
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
大
橋
（
九
十
九
橋
）

普
請
を
担
当
す
る
。
ま
た
江
戸
詰
と
な
り
同
二
年
表
備
組
警
固
兼
、
安
政
地
震
後
の
住
居
修
繕
、
同
四
年
松
栄
院

死
去
に
伴
う
霊
屋
普
請
に
関
わ
る
。
福
井
に
戻
り
同
六
年
預
所
の
普
請
、
こ
れ
は
福
井
藩
が
幕
府
に
代
わ
っ
て
治

め
た
預
地
に
関
す
る
建
物
と
み
ら
れ
る
。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
大
橋
御
門
（
照
手
御
門
）
普
請
、
同
三
年
三

ノ
丸
御
座
所
普
請
と
江
戸
と
福
井
を
忙
し
く
飛
び
回
る
。
三
ノ
丸
御
座
所
普
請
は
参
勤
交
代
が
三
年
に
一
回
に
緩

め
ら
れ
、
江
戸
の
妻
子
の
帰
国
が
認
め
ら
れ
た
た
め
本
丸
東
の
三
ノ
丸
に
新
た
に
前
藩
主
春
嶽
と
妻
子
の
御
座
所

を
建
設
し
た
工
事
で
あ
る
。

　

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
不
届
き
に
よ
り
小
算
格
を
取
り
揚
げ
ら
れ
押
込
と
な
る
。
慶
応
元
年
江
戸
詰
と
な
り
、

三
ノ
丸
御
座
所
普
請
の
功
に
よ
り
小
算
格
に
復
帰
、
同
三
年
御
座
所
建
て
継
ぎ
を
担
当
す
る
。
こ
の
御
座
所
建
て



継
ぎ
は
藩
主
茂
昭
夫
妻
が
住
ん
で
い
た
西
三
ノ
丸
御
座
所
と
考
え
ら
れ
、
男
子
が
誕
生
し
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。

幕
末
の
王
政
復
古
か
ら
明
治
初
期
の
版
籍
奉
還
・
廃
藩
置
県
ま
で
の
改
革
が
中
判
役
新
平
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し

た
か
を
み
る
と
、
慶
応
四
年
の
会
津
出
兵
、
明
治
二
年
の
一
統
格
へ
昇
進
、
そ
し
て
作
事
方
免
職
か
ら
造
営
方
見

廻
役
へ
、
充
行
米
二
九
俵
五
升
六
合
へ
の
変
化
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
さ
ら
に
翌
三
年
上
級
職
と
な
り
会
津
出

張
後
免
職
と
な
り
、
瓦
門
番
、
明
里
御
蔵
所
番
、
四
年
諸
願
取
次
取
扱
と
建
築
関
係
か
ら
離
れ
、
六
月
に
免
職
と

な
っ
て
藩
か
ら
離
れ
る
。
し
か
し
、
明
治
五
年
に
は
「
私
服
着
用
七
尾
県
へ
早
々
可
致
出
頭
事
」
と
あ
り
、
七
尾

県
の
技
術
職
と
し
て
出
仕
し
た
事
が
想
像
さ
れ
る
。
慶
永
の
「
給
帳
」（『
福
井
県
史
』
資
料
編
３
）
に
み
え
る
近

藤
新
平
が
彼
で
あ
る
。

　

新
平
の
養
子
と
な
っ
た
六
代
栄
三
郎
は
安
政
四
年
中
判
役
見
習
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
本
役
同
様
と
し
、

大
工
も
で
き
る
こ
と
か
ら
大
工
と
し
て
も
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。
文
久
三
年
中
判
役
雇
と
な
り
、
江
戸
詰
中
判
役

の
寺
木
甚
右
衛
門
と
交
替
し
、
三
人
扶
持
が
支
給
さ
れ
た
。
翌
々
年
帰
福
。
慶
応
元
年
の
中
判
雇
中
に
は
二
人
扶

持
で
天
徳
寺
御
霊
屋
普
請
、
明
治
元
年
会
津
へ
出
張
、
同
二
年
改
革
に
よ
り
免
職
、
そ
の
後
造
営
方
見
廻
雇
、
同

三
年
給
禄
米
八
俵
と
な
り
、
四
月
給
禄
中
止
、
そ
し
て
五
月
免
職
と
な
る
。
同
四
年
九
月
家
督
を
相
続
し
、
翌
五

年
米
二
九
俵
五
升
六
合
で
工
部
省
に
十
三
等
で
出
仕
し
て
い
る
。

　

近
藤
家
は
幕
末
期
に
養
子
を
二
代
続
け
、
技
術
職
の
家
系
存
続
を
計
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
明
治
初
期
の

混
乱
期
に
は
一
時
技
術
職
中
判
役
は
造
営
方
見
廻
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
直
に
門
番
や
蔵
番
の
警
護
職
、
さ
ら
に

事
務
職
と
な
り
、
廃
藩
置
県
後
は
免
職
と
な
っ
て
い
る
。
栄
三
郎
の
よ
う
に
若
い
技
術
職
に
は
、
そ
の
技
術
を
生

か
し
て
国
の
機
関
に
再
就
職
し
た
者
も
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
家
系
に
林
家
、
寺
木
家
、
増
村
（
十
三
郎
）
家

が
あ
っ
た
が
、
廃
藩
置
県
後
を
ど
の
よ
う
に
歩
ん
だ
か
は
わ
か
ら
な
い
。
寺
木
家
の
六
蔵
は
文
政
か
ら
嘉
永
に
か

け
て
、
技
術
職
の
長
で
あ
る
中
判
役
筆
頭
大
工
支
配
と
な
っ
て
お
り
、
技
術
的
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
。
こ
の
寺
木
家
も
、
一
時
当
主
の
不
届
き
な
行
為
に
よ
り
苗
字
を
寺
本
と
変
え
、
隠
居
し
た
六
蔵
が
坊
主
雇

と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
技
術
的
に
優
れ
た
家
系
で
あ
る
と
し
て
中
判
役
助
で
技
術
職
に
召
し
抱
え



ら
れ
、
中
判
役
見
習
・
中
判
役
と
な
っ
て
復
帰
し
て
い
る
。

　

一
方
、
技
術
職
の
家
系
が
途
中
か
ら
事
務
職
な
ど
の
別
職
に
変
わ
っ
た
家
系
が
あ
る
。
高
垣
家
、
増
村
（
藤
助

で
始
ま
る
）
家
、
逸
見
家
、
長
谷
川
家
、
森
尾
家
、
栗
本
家
で
あ
る
。

　

森
尾
家
は
近
藤
家
と
同
じ
く
享
保
か
ら
そ
の
名
が
み
え
、
延
享
度
日
光
修
復
に
従
事
し
、
延
享
四
年
の
拝
領
屋

敷
の
請
け
取
り
に
も
参
加
し
た
家
系
で
あ
る
。
し
か
し
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
中
判
役
で
あ
っ
た
庄
左
衛
門

に
替
わ
り
召
し
抱
え
ら
れ
た
子
の
林
雪
は
小
坊
主
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
技
術
職
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
俸
禄

が
一
〇
石
三
人
扶
持
か
ら
八
石
二
人
扶
持
と
な
っ
た
が
、
中
判
役
家
の
跡
継
が
仮
中
判
役
あ
る
い
は
中
判
役
見
習

か
ら
同
じ
俸
禄
で
仕
え
て
お
り
、
大
き
な
不
祥
事
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

栗
本
家
は
町
大
工
与
三
七
が
寛
政
十
年
に
大
工
で
召
し
抱
え
ら
れ
、
享
和
三
年
中
判
役
、
文
化
十
二
年
（
一 

八
一
五
）
に
子
の
与
三
助
が
中
判
役
で
親
に
替
わ
り
召
し
抱
え
ら
れ
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
一
統
格
へ
昇
進

と
同
時
に
勘
定
所
勤
め
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
後
作
事
方
の
中
判
役
に
戻
る
こ
と
は
な
く
、
江
戸
屋
敷
の
天
保
期
の

一
連
普
請
、
国
元
の
御
霊
屋
普
請
に
関
わ
る
（
前
掲
棟
札
の
月
勘
定
参
照
）
が
、
勘
定
方
絡
み
の
こ
と
で
、
弘
化

四
年
に
は
川
除
奉
行
、
そ
の
後
雑
用
役
と
な
る
。
子
の
与
次
郎
は
徒
入
し
、
父
同
様
に
技
術
職
に
は
全
く
関
係
が

な
く
、
廃
藩
置
県
を
迎
え
て
い
る
。

　

同
じ
く
逸
見
家
も
享
保
十
六
年
に
江
戸
の
大
工
か
ら
召
し
抱
え
ら
れ
、
二
年
後
に
中
判
役
と
な
る
。
以
後
代
々

中
判
役
（
短
命
で
中
判
役
見
習
も
み
ら
れ
る
）
と
な
る
が
、
慶
応
元
年
に
事
務
職
の
下
代
と
な
る
。
こ
れ
は
仁
五

右
衛
門
が
処
罰
を
受
け
、
そ
の
後
病
気
で
養
子
辰
次
郎
と
替
わ
っ
た
こ
と
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

増
村
（
藤
助
で
始
ま
る
）
家
も
享
保
四
年
頃
か
ら
棟
札
に
大
工
と
し
て
み
え
る
家
系
で
⑺
、
そ
の
後
代
々
中
判

役
を
勤
め
た
と
考
え
ら
れ
、
文
化
～
慶
応
に
か
け
て
長
次
郎
と
平
助
の
親
子
が
中
判
役
筆
頭
大
工
支
配
と
技
術
職

の
長
に
な
っ
て
多
く
の
藩
建
物
に
携
わ
り
、
小
役
人
格
と
な
る
。
し
か
し
、
慶
応
二
年
に
子
捨
三
郎
は
中
判
役
見

習
と
し
て
跡
を
継
ぐ
が
、
翌
三
年
小
筒
組
後
拒
役
に
な
り
、
陣
中
で
の
不
始
末
か
ら
長
押
込
と
な
る
。
翌
年
弟
忠

次
郎
が
跡
を
継
ぎ
、
下
代
と
な
る
。
捨
三
郎
は
技
術
的
に
は
優
れ
て
お
ら
ず
、
弟
忠
次
郎
も
同
様
で
あ
っ
た
と
み



ら
れ
、
以
後
作
事
方
と
は
関
係
が
な
く
な
り
、
建
築
工
事
か
ら
離
れ
る
。
忠
次
郎
は
明
治
元
年
材
木
方
炭
薪
方
下

代
、
御
蔵
所
下
代
、
会
計
寮
明
里
蔵
方
、
藩
庁
付
属
明
里
蔵
方
、
廃
藩
置
県
後
の
五
年
に
足
羽
県
等
外
四
等
出
仕

蔵
方
、
明
里
蔵
米
方
と
事
務
職
で
終
わ
る
。

　

高
垣
家
は
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
の
江
戸
城
門
の
御
手
伝
普
請
に
み
え
る
御
大
工
高
垣
弥
次
兵
衛
を
初
出

と
し
⑻
、
以
後
代
々
中
判
役
と
な
る
。
嘉
永
四
年
に
親
惣
八
の
養
子
と
な
り
、
同
六
年
か
ら
翌
年
ま
で
中
判
役
を

勤
め
た
東
四
郎
を
最
後
と
す
る
。
安
政
元
年
、
東
四
郎
は
御
趣
意
に
よ
り
下
代
と
な
り
、
以
後
時
計
役
、
そ
の
子

や
養
子
も
表
坊
主
等
を
勤
め
た
。

　

長
谷
川
家
は
甚
三
郎
が
天
明
二
年
に
切
米
七
石
二
人
扶
持
で
仮
中
判
役
と
し
て
召
し
出
さ
れ
、
寛
政
四
年
十
月

中
判
本
役
、
七
年
二
月
切
米
一
石
加
増
、
同
年
四
月
精
勤
に
よ
り
一
〇
石
二
人
扶
持
と
な
っ
た
。
享
和
三
年
正
月

老
齢
か
ら
子
鉄
蔵
と
入
れ
替
わ
っ
た
。
長
谷
川
家
に
関
す
る
作
事
記
録
は
未
だ
見
い
出
せ
て
い
な
い
が
、
寺
木
家

の
よ
う
に
町
大
工
か
ら
切
米
八
石
二
人
扶
持
で
棟
梁
大
工
に
召
し
出
さ
れ
、
そ
の
後
中
判
役
、
林
家
の
喜
太
夫
が

大
工
の
内
か
ら
切
米
八
石
二
人
扶
持
で
棟
梁
大
工
に
、
そ
し
て
中
判
役
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
逸
見
家
の
よ
う
に

切
米
八
石
二
人
扶
持
で
棟
梁
大
工
に
召
し
出
さ
れ
、
仮
中
判
役
、
中
判
役
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

甚
三
郎
も
大
工
か
ら
登
用
さ
れ
た
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　

甚
三
郎
の
子
鉄
蔵
は
切
米
八
石
二
人
扶
持
で
仮
中
判
役
と
し
て
召
し
出
さ
れ
た
。
こ
の
後
に
「
但
御
用
多
之
節

者
鉄
蔵
壱
人
ニ
而
ハ
御
間
ニ
合
兼
候
儀
も
可
有
之
、
鉄
蔵
本
中
判
被
仰
付
候
迄
ハ
、
甚
三
郎
江
金
壱
両
弐
歩
年
々

被
下
置
候
間
、御
間
を
合
候
様
可
致
旨
被
仰
付
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、江
戸
に
は
藩
作
事
方
中
判
役
は
一
名
で
あ
っ

た
こ
と
、
仮
中
判
役
か
ら
中
判
役
へ
と
段
階
を
経
て
昇
進
す
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
鉄
蔵
は
文
化
二
年
二
月
切

米
二
石
加
増
さ
れ
、
中
判
役
に
な
る
。
同
三
年
七
月
御
住
居
御
普
請
御
用
掛
、
翌
四
年
七
月
に
上
屋
敷
御
普
請
精

勤
に
よ
り
銀
一
五
匁
を
下
さ
れ
て
い
る
。
文
化
三
年
七
月
の
住
居
普
請
は
江
戸
上
屋
敷
の
常
盤
橋
住
居
の
普
請
で
、

そ
の
年
の
正
月
八
日
の
火
事
で
屋
敷
が
類
焼
し
た
た
め
の
普
請
で
あ
っ
た
。
文
化
十
年
十
二
月
小
算
格
、
同
十
四

年
十
一
月
切
米
一
〇
石
三
人
扶
持
と
な
っ
て
浅
姫
君
様
御
引
移
御
普
請
御
用
掛
、
文
政
二
年
十
二
月
普
請
の
褒
美



さ
ら
に
は
一
統
格
と
な
る
。
同
三
年
八
月
将
軍
の
浅
姫
霊
岸
島
御
住
居
へ
の
御
通
抜
御
用
掛
、
十
月
に
褒
美
と
し

て
金
百
疋
、
十
一
月
に
は
浅
姫
君
様
か
ら
も
褒
美
を
も
ら
っ
た
。
同
四
年
七
月
浅
姫
君
様
の
常
盤
橋
御
屋
敷
ヘ
の

訪
問
御
用
掛
、
同
九
月
に
そ
の
褒
美
、
同
九
年
四
月
御
誕
生
御
用
掛
、
五
月
将
軍
の
浅
姫
霊
岸
島
御
住
居
へ
の
御

通
抜
御
用
掛
、
同
八
月
そ
の
褒
美
、
同
十
二
月
小
役
人
格
と
な
り
、
御
作
事
方
吟
味
役
兼
帯
と
な
っ
た
。
御
作
事

方
吟
味
役
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
勘
定
方
に
正
徳
～
宝
暦
に
か
け
て
普
請
作
事
吟
味

役
あ
る
い
は
見
積
吟
味
役
が
存
在
し
、
作
事
方
に
は
文
化
頃
か
ら
作
事
方
改
役
と
し
て
普
請
工
事
積
算
の
吟
味
役

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
に
お
け
る
工
事
の
積
算
吟
味
役
と
考
え
ら
れ
る
。

　

文
政
十
二
年
五
月
御
着
帯
御
誕
生
御
用
掛
と
な
り
、
同
八
月
若
殿
様
誕
生
の
褒
美
、
翌
十
三
年
四
月
向
屋
敷
御

普
請
御
用
掛
、
天
保
二
年
三
月
御
厳
法
御
倹
約
御
取
調
懸
、
翌
三
年
十
二
月
御
住
居
御
普
請
宜
出
来
褒
美
、
同
月

浅
姫
君
様
御
附
御
広
式
添
役
、
御
普
請
の
褒
美
と
し
て
切
米
一
二
石
三
人
扶
持
と
な
る
。
天
保
九
年
八
月
御
住
居

御
普
請
御
用
掛
、
同
十
年
四
月
御
普
請
出
来
褒
美
、
同
十
三
年
御
住
居
御
広
式
添
役
で
同
勘
定
役
書
役
兼
帯
、
同

十
四
年
八
月
死
亡
し
た
。
鉄
蔵
は
当
初
作
事
方
技
術
職
の
中
判
役
と
し
て
江
戸
屋
敷
の
普
請
に
従
事
し
て
い
た
が
、

将
軍
娘
浅
姫
の
住
居
普
請
に
関
わ
っ
て
か
ら
昇
進
し
、
技
術
系
の
仕
事
を
離
れ
奥
向
き
の
勘
定
役
に
関
わ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

鉄
蔵
の
子
の
保
蔵
は
同
年
親
と
立
替
と
な
り
、
嘉
永
二
年
の
江
戸
上
屋
敷
普
請
御
用
掛
を
は
じ
め
と
し
て
作
事

方
改
役
下
役
現
物
掛
り
兼
畳
方
上
水
掛
り
、
御
本
殿
広
式
書
役
勘
定
役
兼
、
慎
姫
様
御
縁
組
御
用
掛
、
勘
定
所
月

勘
定
方
頭
取
な
ど
普
請
関
係
な
ど
に
も
従
事
し
た
が
、
技
術
職
と
し
て
で
は
な
く
事
務
職
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
物

語
る
の
が
明
治
三
、四
年
の
勤
め
先
が
民
政
寮
金
館
方
や
総
会
所
出
納
方
出
仕
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
従
来
、
江
戸
時
代
の
技
術
職
で
あ
る
中
判
役
の
家
系
は
代
々
受
け
継
が
れ
る
こ
と
が

普
通
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
家
存
続
の
た
め
養
子
を
迎
え
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
あ
る
い
は
当
主
の

不
始
末
か
ら
技
術
職
を
離
れ
て
事
務
職
（
下
代
や
坊
主
な
ど
）
に
転
任
す
る
こ
と
が
意
外
に
多
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、
江
戸
詰
の
中
判
役
は
奥
向
き
特
に
藩
主
室
と
の
接
点
が
多
く
、
そ
こ
か
ら
技
術
職
を
離
れ
て
奥
向



勘
定
方
に
転
身
し
て
い
っ
た
例
も
み
ら
れ
た
。

　

江
戸
時
代
末
期
の
慶
応
に
な
る
と
、
今
ま
で
技
術
職
と
し
て
作
事
方
を
支
え
た
家
系
で
も
、
近
年
に
代
替
わ
り

し
た
も
の
は
、「
御
趣
意
」
と
称
し
て
事
務
職
の
下
代
や
小
筒
組
ヘ
の
編
入
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
作
事
量
の
減

少
に
と
も
な
う
時
代
の
変
化
が
み
て
と
れ
る
。
技
術
職
と
し
て
明
治
初
め
ま
で
勤
め
た
者
は
、
改
革
に
よ
り
造
営

方
勤
め
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
門
番
や
蔵
番
と
な
り
そ
の
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
一
部
の
有
能
な
技
術

職
の
者
は
国
や
県
の
機
関
に
任
用
さ
れ
た
。

註
　

⑴ 

拙
稿
「
福
井
藩
主
松
平
家
の
霊
廟
建
築
（
３
）
西
藤
島
観
音
堂
」（『
日
本
建
築
学
会
北
陸
支
部
研
究
報
告
集
』
三
九
号
、一
九
九
六
年
）、

「
同
（
５
）
大
安
寺
観
音
堂
」「
同
（
６
）
称
名
寺
観
音
堂
」（『
同
』
四
〇
号
、
一
九
九
七
年
）。

　

⑵ 

拙
稿
「
棟
札
に
み
る
天
保
期
の
造
営
組
織　

福
井
藩
の
造
営
組
織
の
研
究
（
１
）」（『
福
井
工
業
大
学
研
究
紀
要
』
三
〇
号
、

二
〇
〇
〇
年
）。
な
お
、
同
稿
で
天
保
七
年
棟
札
に
つ
い
て
「
月
勘
定 

栗
本
豊
之
助
」
と
よ
ん
だ
が
、「
月
勘
定 

栗
本
與
三
助
」
の

誤
り
で
あ
る
。

　

⑶
吉
岡
泰
英「
福
井
藩
大
工
の
研
究
―
御
大
工
頭
を
中
心
と
し
て
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
報
告
集
』第
四
〇
六
号
、一
九
八
九
年
）。

　

⑷ 
拙
稿
「
福
井
藩
士
の
履
歴
に
み
る
江
戸
時
代
後
期
～
末
期
の
作
事
」（『
Ｆ
Ｕ
Ｔ
福
井
城
郭
研
究
所
年
報
・
研
究
紀
要
』
№
8

（
２
０
２
０
）、
二
〇
二
一
年
）。

　

⑸ 

浜
野
源
三
郎
家
文
書
「（
天
明
八
年
十
一
月
）
御
廻
国
御
泊
今
泉
浦
河
野
浦
御
宿
拵
見
積
帳
」（H

0026-00129-003

）、
西
野
次
郎
兵

衛
家
文
書
「（
御
廻
国
中
今
泉
浦
御
泊
り
御
普
請
中
御
見
分
追
積
り
）」（H

0055-00058-006

）。

　

⑹ 

拙
稿
「
越
前
に
お
け
る
巡
見
使
の
宿
に
関
す
る
研
究
（
そ
の
１
）」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
六
九
一
号
、二
〇
一
三
年
）、

「
同
（
そ
の
２
）」（『
同
』
第
六
九
五
号
、二
〇
一
四
年
）。「
同
（
そ
の
３
）」（『
同
』
第
七
一
四
号
、二
〇
一
五
年
）、「
同
（
そ
の
４
）」

（『
同
』
第
七
四
〇
号
、
二
〇
一
七
年
）。

　

⑺
「
南
山
村
観
音
堂
棟
札
」（『
福
井
市
史
』
資
料
編
９
、一
九
九
四
年
、
三
三
六
頁
）。

　

⑻
松
平
文
庫
「
国
事
叢
記　

四
（
貞
享
４
～
宝
永
７
）」（A

0143-01187

）。





参考資料

福井藩家臣団の家格別人数
(嘉永５年)

・荒子・中間等の小者973名を除く。
・舟澤茂樹氏「福井藩家臣団と藩士の昇進」
　『福井県地域史研究』創刊号 1970年による。

家      格 人　数

（

士
族
略
履
歴

諸
役
人
并
町
在
御
扶
持
人
姓
名

各資料と家格などとの関係

「よたれ」欠

新番格以下

士族略履歴

本多家
高知席
高　家
寄合席
定座番外席
番士  役番外
　　　大番など
新番・新番格
医師・絵師など

　士分合計

与力
小役人
一統目見席
小算・坊主・下代
諸組(足軽)

　卒合計

家臣団総計

1
16
2

38
14

106
495
81
49

　802

39
84
87

347
1,341

1,898

2,700

◆
　
　
札

子
弟
輩
な
ど

旧
藩
制
役
成

増
補
雑
輩

        

な
ど

士族 旧藩制役成剝札

士
　
　
族

「かよたれそ」
欠

＊嘉永5年の表にある与力39名は、慶応2年10月22日までに全員が士分として召し出されたため、
「剝札」「士族」「士族略履歴」に収載されている。
＊なお、嘉永5年の表に載っていないが、元武生家来（府中本多家家臣。ただし物頭以上）の29
名も明治2年11月25日の改革で士分とされたため「剝札」「士族」に収載されている。

「書役」について

　「新番格以下」1 ～ 7、および「雑輩之類剝札」の巻末にはそれぞれ以下の「書
役」が記載されている。「新番格以下増補雑輩」には記されていない。
　「書役」について詳しくは吉田健「幕末維新期の福井藩人事関係資料（松平文庫）
について」『福井藩士履歴１　あ～え』解説を参照。

剝

新番格以下 増補雑輩 剝札

家数 人数 人数 人数

イ 27 115 30 1

ハ 30 117 12

ニ 6 31 4

ホ 7 36 2

ト 12 56 2

チ 2

リ 1 1

ヲ 35 135 10

ワ 13 66 3

カ 19 80 13 1

ヨ 28 104 12

タ 44 183 13 2

ツ 10 41 7

ネ 1 3

ナ 18 78 5 1

ム 8 39 3

ウ 10 45 8

ノ 17 67

ク 10 41 1

ヤ 25 103 2

マ 25 104 14

ケ 1

フ 16 64 10 1

コ 11 43 4 2

エ 8 27

テ 2 8

ア 16 69 7

サ 25 109 9 1

キ 8 36 2

ミ 8 43 1

シ 16 75 6 2

ヒ 6 22 4

モ 7 28 2

セ 2 7

ス 4 17 2 1

合計 475 1993 187 16

書役名 「新番格以下」にみえる記事
御記録書継方下代
　二見浦右衛門

（弘化四年九月）同月十八日御目付御記録書継方下代被仰付候

石原甚十郎物書
　大橋佐四郎

―

横田作太夫物書
　大瀬弥作

（元治元）同年六月廿四日昨秋詰中御目付御記録書継被仰付、
格別出精相勤候ニ付小寄合格ニ被成下、金五百疋被下置候

土屋十郎右衛門物書
　寺嶋仙右衛門

天保六未年御目付大関新五左衛門組江被召抱
同十四卯年物書役被仰付

中根新左衛門物書
　森永常次

御目付物書 森永儀兵衛（真柄）と同一人物か？

浅井八百里物書
　鷲田直四郎

弘化四未年物書役被仰付
弘化四未年十月十九日江戸詰之処御呼返し、浅井八百里物書
役被仰付・�点線は原本の区切り。

・��家数・人数のイ～マは確定値。フ以下及び新番
格以下増補雑輩・雑輩之類剝札は筆耕原稿など
による概数。

・��新番格以下増補雑輩・雑輩之類剝札は家として
管理されていないので人数のみ。

「新番格以下」及び「新番格以下増補雑輩」
「雑輩之類剝札」に掲載されている家数・
人数


